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 第５章 乗車券類の様式 

  第１節 通 則 

（乗車券類の表示事項） 

第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。 

(1)  旅客運賃・料金額（第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受す 

る場合はその合算額） 

(2)  有効区間 

(3)  有効期間 

(4)  発売日付 

(5)  発売箇所名 

２ 前項第３号及び第４号について、元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とす

ることがある。 

３ 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、第１項に規定する表示事項の一部を省略することがある。 

(1)  臨時に発売する乗車券類 

(2)  その他特殊の乗車券類 

 

（この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等） 

第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、

相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事

項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。 

２ 乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。 

(1)  前条第１項に規定する表示事項 

 イ 表示事項の一部の裏面表示 

 ロ 表示事項の配列の変更 

(2)  前号以外の様式 

 イ 乗車券類の寸法の変更 

 ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更 

 ハ 表示事項の一部の省略又は追加 

３ 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用す

ることがある。 

４ 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。 

(1)  小児用の乗車券類              「小」 

(2)  学生割引用の乗車券（通学定期乗車券を除く。） 

 イ 旅客鉄道会社線について割引となるもの   「学」 

   ロ 旅客鉄道会社以外の会社線（以下「連絡会社線」という。）について割引となるもの              

「社学」 

(3)  割引用の通学定期乗車券 

 イ 第103条第１号の規定によるもの       「小中」 

 ロ 第103条第２号の規定によるもの       「高」 

notes:///492565CD0019DAF9/AA20667AAA57BF1349257E07002EDD9B
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/1592DDA82F3DAF6D492568CB0018A1F1
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/1592DDA82F3DAF6D492568CB0018A1F1
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(4)  特別車両定期乗車券               「Ｇ」 

５ 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券（急行・特別車両券を含む。）、普通乗車券と寝台

券（急行・寝台券を含む。）及び普通乗車券と座席指定券（急行・座席指定券を含む。）とは、それ

ぞれ１枚（連続して１枚としたものを含む。）のものとすることがある。 

６ 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行

券又は特別車両券については、新幹線の特別急行券又は特別車両券と新幹線以外の線区に対する特

別急行券又は特別車両券を１枚のものとすることがある。また、普通乗車券と当該特別急行券又は

特別車両券とは１枚のものとすることがある。 

７ 新幹線ののぞみ号等以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号等に

乗車する場合（のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合

を含む。）に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。 

８ 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着とな

るものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。 

 

第185条 削除 

 

（字模様の印刷） 

第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次に掲げる字模様を印刷す

る。 

 

 

（乗車券類の駅名等の表示方） 

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。 

(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。ただし、団体乗車券及び

貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。 

(2) 大都市近郊区間内相互発着及び発着区間の営業キロが100キロメートル以下の乗車券にあつて

は、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。 

(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示

する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗

降する駅名を表示する。 

notes:///492565CD0019DAF9/701FE8FB598BB92A49257E07002EDD01
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/3D593D82DAC68371492568CB00103F27
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   （例） 

            （和文）        （英文） 

  第86条の場合    東 京 都 区 内  ＴＯ
－
ＫＹＯ

－
 ＷＡＲＤ ＡＲＥＡ 

            横浜市内・川崎・    ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＣＩＴＹ ＺＯＮＥ 

            鶴見線内 

           

  大 阪 市 内     Ｏ
－
ＳＡＫＡ ＣＩＴＹ ＺＯＮＥ 

           

神 戸 市 内     ＫＯ
－
ＢＥ ＣＩＴＹ ＺＯＮＥ  

           

広 島 市 内     ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＣＩＴＹ ＺＯＮＥ 

           

福 岡 市 内     ＦＵＫＵＯＫＡ ＣＩＴＹ ＺＯＮＥ 

           

   第87条の場合   東 京 山 手 線 内      ＴＯ
－
ＫＹＯ

－
 ＬＯＯＰ ＺＯＮＥ 

(4) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては「都区内」又は「赤羽」の例に

より簡記し、又は略図をもつて表示することがある。 

(5) 一般式常備普通乗車券及び常備急行券（指定急行券を除く。）にあつては、旅客運賃又は急行

料金が２駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該２駅以上を共通の着駅又は

下車駅として表示することがある。この場合、着駅名は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・
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弁天島から」、「  間ゆき」、「  間から」、「高崎・  間ゆき」又は「  ・

高崎間から」の例により、また、下車駅名は「  」又は「   間」の例により表

示する。 

(6) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、

「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。 

(7) 第184条第８項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表

示する。 

(8) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は 

「        」、発着駅名は「       ←→          」の例によ 

り表示する。 

(9) 第57条の３第２項第１号の規定による場合の特別急行券の標記は、「Ｂ自由席特急券」の例に

より「Ｂ」を冠記して表示する。 

(10) 第57条第１項第１号イの(ﾆ)の規定による場合の指定席特急券の標記は、「特急券（座席未指

定）」の例により表示する。 

 

（旅客運賃・料金の割引等に対する表示） 

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面（第８号に規

定する記号については裏面）に、ゴム印の押なつ
● ●

により、次の各号に定める記号等の表示を行う。た

だし、特に設備する乗車券類、第８号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこ

の表示を省略することがある。 

(1) 旅客運賃・料金を割引するもの 

イ 第92条及び第107条第２号の規定による学生割引 

(ｲ) 旅客鉄道会社線について割引となるもの 

 

(ﾛ) 連絡会社線について割引となるもの 

 

ロ 第93条の規定による被救護者割引 

(ｲ) 被救護者用 

 

(ﾛ) 付添人用 

甲 府 ゆ き 

ＴＯ ＫＯ
－
ＦＵ 

東 京  

ＴＯ
－
ＫＹＯ

－
 

横 浜 

ＹＯＫＯＨＡＭＡ 

notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/42ADF2D93BAB464E492568CB00105867
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/0AD894ABC42C7ACE492568C8000FC119
notes:///492565CD0019DAF9/6A0FA180EFB25DD849257E07002EDDB7
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/77DBF4CC5DD773B5492568CB001AF3FA
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/8C3D119EC5831072492568CB00121139
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ハ 第74条の３の規定による臨時特殊割引 

(ｲ) 割引率の明らかなもの 

 

(ﾛ) 旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の

適用がないもの 

 

(ﾊ) (ｲ)及び(ﾛ)以外のもの 

  

ニ 第103条各号及び第104条各号の規定による定期割引 

(ｲ) 第103条第１号及び第104条第１号並びに第２号の規定によるもの 

 

(ﾛ) 第103条第２号及び第104条第３号の規定によるもの 

 

ホ 第107条第１号の規定による学生割引 

 

(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの 

イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売す

るもの 

 

ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの 

notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/76DED9470608885A492568C800183859
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/1592DDA82F3DAF6D492568CB0018A1F1
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/A99D67E22EB57B75492568CB0018CC2F
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/1592DDA82F3DAF6D492568CB0018A1F1
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/A99D67E22EB57B75492568CB0018CC2F
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/1592DDA82F3DAF6D492568CB0018A1F1
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/A99D67E22EB57B75492568CB0018CC2F
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/77DBF4CC5DD773B5492568CB001AF3FA
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(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの 

 

(4) 消費税が免除されるもの 

       

(5)  再交付するもの 

 

(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開

始日前から有効とさせるもの 

   

(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日又は乗車日を発売日後の日とするもの 

      

(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの 

  

(9) 削除 

 

(10) 削除 

 

(11) 第57条の３第７項及び第８項の規定により発売する特別急行券に対するもの 

   「幹特在特」又は「幹特在特」 

(12) 第57条の５第１項の規定により発売する急行券に対するもの 

イ 第57条の５第１項本文の規定に該当するもの 

遅れ承知 

遅れによる急行料金の

払いもどしはいたしま

せん。 

ロ 第57条の５第１項後段の規定に該当するもの 

notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/99C41D8CBED09F68492568C800103560
notes:///49257C8200320EC8/AC04E748985A7E6E492565C600319E9E/99C41D8CBED09F68492568C800103560
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遅れ承知（割引） 

遅れによる急行料金の

払いもどしはいたしま

せん。 

２ 常備式の乗車券類に前項第１号、第４号及び第12号ロに規定する記号を表示して発売する場合

は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。 

 

第２節 乗車券の様式 

第１款 普通乗車券の様式 

（常備普通乗車券の様式） 

第 189 条 常備普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 一般式大人小児用 

イ 一般用 

 

   

 

 

 

 

 

ロ 乗車券類発売機用 

 

 

 

 

 

 

 (2) 矢印式大人小児用 

イ 一般用 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 乗車券類発売機用 
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(3) 地図式 

イ 一般用 

大人用・小児用 

 

 

 

 

 

備考 必要により「 東 」を券面裏面の左方上部に表示することがある。 

 

ロ 乗車券類発売機用 

大人小児用 

 

 

 

 

 

 

(4) 相互式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 金額式 

イ 一般用 

大人小児用 
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備考 必要により「東日本会社線」を「函南経由」の例により表示することがある。 

 

ロ 乗車券類発売機用 

大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

備考 必要により「東日本会社線」を「函南経由」の例により表示することがある。 

  

3
 c

m
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（準常備普通乗車券の様式） 

第 190 条 準常備普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 着駅準常備式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 発駅準常備式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

準 乗 

 

岩沼・準乗・い 
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（補充普通乗車券の様式） 

第 191 条  補充普通乗車券の様式は、次のとおりとする。 

大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

裏 

普通乗車券 

発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区

内、横浜市内（川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新

町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含みま

す。）、名古屋市内、京都市内、大阪市内（南吹田駅、

高井田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ俊徳道駅、Ｊ

Ｒ長瀬駅及び衣摺加美北駅を含みます。）、神戸市

内（道場駅を除きます。）、広島市内（海田市駅及び

向洋駅を含みます。）、北九州市内、福岡市内（姪浜

駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺

駅を除きます。）又は東京山手線内と表示されてい

る場合は、その区間内にある旅客鉄道会社線各駅

で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車

したときは、前途は無効となります。 
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（車内普通乗車券の様式） 

第 192 条 車内普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 金額入鋏式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普  通  乗  車  券 
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 (2) 駅名入鋏式大人小児用 
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 (3) 駅名・金額入鋏式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   備考 発駅欄に代えて「上り・下り」欄を設けることがある。 
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 (4) 駅名固定式大人用・小児用 

 

第 193 条 削除 

 

第 194 条  削除 

 

第 195 条  削除 

 

第 196 条  削除 

 

第 197 条 削除 

  

普 通 乗 車 券 
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第 198 条 削除 

 

第２款 定期乗車券の様式 

（常備定期乗車券の様式） 

第 199 条 常備定期乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第３号を次のように改めたものとする。 

     (3)この定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。 

 

 (2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用 
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（準常備定期乗車券の様式） 

第 200 条 準常備定期乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 期間指定式大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。 

 

表 
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 (2) 区間指定式大人用・小児用 

  備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。 

 

 (3) 通学区分指定式大人小児用 

備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。 

 

（補充定期乗車券の様式） 

第 201 条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。 

 大人用・小児用 

  表
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  備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。 

 

第 202 条 削除 
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第３款 普通回数乗車券の様式 

 

（常備普通回数乗車券の様式） 

第 203 条 常備普通回数乗車券大人小児用の様式は、次のとおりとする。 

一般用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 必要に応じ、経由を表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 
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（補充普通回数乗車券の様式） 

第 204 条 補充普通回数乗車券大人用・小児用の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 必要に応じ、経由を表示する。 
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第 205 条 削除 

 

第 206 条 削除 

 

第 207 条 削除 

  

 

第４款 団体乗車券の様式 

（団体乗車券の様式） 

第 208 条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、指定券等を必要とする団体について

は、別表第２号の２に掲げる行程表又は席番表を添附する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旅客営業規則（2026年 4月 1日現行）- 170 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５款 貸切乗車券の様式 

 

（貸切乗車券の様式） 

第 209 条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したも

のとする。 

 

第 210 条 削除 

 

 

第３節 急行券の様式 

 

 （常備急行券の様式） 

第 211 条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1)  指定席特急券大人小児用 
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  イ 一般用 

(ｲ) 硬券式 

 

 

 

 

 

 

  備考 必要に応じ、別表第３号に掲げる指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えること

がある。 

 

(ﾛ) 軟券式 

   
  備考 (ｲ)の備考は、この急行券の場合に準用する。 

 

  ロ 新幹線用 

(ｲ) 硬券式 

 

 

 

 

 

 

備考 前イの(ｲ)の備考は、この急行券の場合に準用する。 
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(ﾛ) 軟券式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 前イの(ｲ)の備考は、この急行券の場合に準用する。 

 

 (2)  立席特急券大人小児用 

 

 

 

 

 

 

備考 必要に応じ、下車駅名を印刷する。 

(3)  自由席特急券大人小児用 

 イ 一般用 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式とする。 

    (2) 「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

ロ 乗車券類発売機用 

 

 

備考 (1) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式とする。 

    (2) 「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 
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遅れ承知・割引 

ハ 着駅名表示式 

(ｲ) 一般用 

 

  備考 「発売当日限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

(ﾛ) 新幹線用 

   
備考 (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。 

    (2) 「発売当日限り有効」を「１日間有効」と表示することがある。 

 

   (ﾊ) 乗車券類発売機用 

    ａ 大型券売機大人小児用 

 

備考 「発売当日限り有効」を「１日間有効」と表示することがある。 

（注） 第 57 条の５第１項の規定により発売する場合は、第 188 条第１項第 12 号に規定する記号は 

「            」の例により表示される。 

 

    ｂ 一般券売機大人小児用 
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備考 「発売当日限り有効」を「１日間有効」と表示することがある。 

 

 (4) 特定特急券大人小児用 

  イ 一般用 

    

  備考 (1) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名又は列車名を記入式とする。 

     (2) 必要に応じ、「自由席車にお乗りください。」を「何号の自由席車に」の例により乗車する列車名

を表示することがある。 

         (3)  「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

 

 ロ 新幹線用 

   
  備考 イの備考第１号及び前号ハの(ﾛ)の備考第２号は、この急行券の場合に準用する。 

 

 (5) 普通急行券大人小児用 

  イ 一般用 
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備考 (1) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式とする。 

  (2) 「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

  

  ロ 乗車券類発売機用 

     

備考 (1) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式とする。 

     (2) 「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

 

 (6) 遅延特約の急行券大人小児用 

    

備考 (1) 第４号の備考は、この急行券の場合に準用する。 

     (2) 必要により普通急行券の場合は、着駅を「200 ㎞」の例により印刷することがある。 

      (3)  必要により裏面の「発売当日限り有効」を「発売当日限り１個列車１回限り有効」と印刷する。 

 

(準常備急行券の様式) 

第 212 条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 指定席特急券大人小児用 

  イ 一般用 

   (ｲ) 着駅料金準常備 

    

  (ﾛ) 発駅名固定着駅準常備 

  表  

発売当日１回限り有効 

大宮駅発行 
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  備考 前条第１号イの(ｲ)の備考は、この急行券の場合に準用する。 

   

ロ 新幹線用 

  

 備考 (1) 前条第１号イの(ｲ)の備考は、この急行券の場合に準用する。 

(2) 必要に応じ、イの(ﾛ)を準用する。 

 

(2) 立席特急券大人小児用 

    
  備考 必要に応じ、前号イの(ﾛ)を準用する。 

 

 (3) 自由席特急券大人小児用 

  イ 一般式 

    
  備考 必要に応じ、第１号イの(ﾛ)を準用する。 

  表  裏 
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  ロ 着駅名表示式 

   (ｲ) 一般用 

     

  備考 必要に応じ、第１号イの(ﾛ)を準用する。 

 

   (ﾛ) 新幹線用 

 
  備考 必要に応じ、第１号イの(ﾛ)を準用する。 

 

 (4) 普通急行券大人小児用 

 

  備考 必要に応じ、第１号イの(ﾛ)を準用する。 

（車内急行券の様式） 

第 213 条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 一般式 

イ 指定席特急券大人小児用 
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備考 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。 

 

 ロ 自由席特急券大人小児用 

 

  備考 (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。 

     (2) 必要に応じ、特定特急券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を  

     「自由席特急券  
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      特 定 特 急 券」とする。  

     (3) 必要に応じ、ハの普通急行券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を  

     「自由席特急券  

      急 行 券」とする。  

     (4) 乗車前に発売するものにあつては、「この列車の自由席に１回限り有効です。」を 

      「発売当日にご乗車される特別急行列車に１回限り有効です。」の例により印刷する。 

 

 ハ 普通急行券大人小児用 

  

(2) 駅名固定式大人小児用 
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第４節 特別車両券の様式 

 

（常備特別車両券の様式） 

第 214 条 常備特別車両券（第 63 条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。）の様式は、

次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 急行列車用（大人小児用） 

  イ 指定席一般用 

(ｲ) 硬券式 

    
  備考 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この特別車両券の場合に準用する。   

(ﾛ) 軟券式 

 

備考 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この特別車両券の場合に準用する。 

   

ロ 自由席一般用 
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  備考 (1) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式とする。 

     (2) 「発売当日１回限り有効」を「１日間有効」及び「１回限り有効」と表示することがある。 

 

  ハ 新幹線用 

(ｲ)  硬券式 

 

 

 

 

  

 

 

 

備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この特別車両券の場合に準用する。 

     (2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、 

「何何間普通車」の例により印刷する。 

 

(ﾛ) 軟券式 

    

備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この特別車両券の場合に準用する。 

     (2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、 

「何何間普通車」の例により印刷する。 

 

(2) 普通列車用 

イ 一般式 

 

  備考 必要に応じ、前号ロの備考を準用する。 

   

  表  裏 

  表    裏  
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ロ 乗車券類発売機用 

  備考 必要に応じ、前号ロの備考を準用する。 

  ハ 駅名表示式（大人小児用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。 

 

（準常備特別車両券の様式） 

第 215 条 準常備特別車両券（第 63 条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。）の様

式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 急行列車用（大人小児用） 

  イ 指定席一般用 

   (ｲ) 営業キロ別料金準常備 

    

 (ﾛ) 発駅名固定着駅準常備 

    

  備考 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この特別車両券の場合に準用する。 

 ロ 自由席一般用 

  表  

  表  裏 



旅客営業規則（2026年 4月 1日現行）- 183 - 
 

 

 

    

  備考 必要に応じ、イの(ﾛ)を準用する。 

  ハ 新幹線用 

    
  備考 (1) 前条第１号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。 

     (2) 必要に応じ、イの(ﾛ)を準用する。 

 

 (2) 普通列車用 

    

  備考 必要に応じ、前号イの(ﾛ)を準用する。 

 

（車内特別車両券の様式） 

第 216 条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 急行列車用 

  イ 指定席用 
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  備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。 

 

ロ 自由席用 

  備考 第 213 条第１号ハの備考は、この車内特別車両券の場合に準用する。 
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 (2) 普通列車駅名入鋏式 

 

 

第５節 寝台券の様式 

 

（常備寝台券の様式） 

第 217 条 常備寝台券（第 63 条の規定により発売する急行・寝台券を含む。）の様式は、次のとおり

とする。 

   大人小児用 

 

  備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この寝台券の場合に準用する。 

     (2) 必要に応じ、有効区間を駅名表示式とする。 

 

（準常備寝台券の様式） 

第 218 条 準常備寝台券（第 63 条の規定により発売する急行・寝台券を含む。）の様式は、次のとお

りとする。 

   大人小児用 

  表  裏 
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 備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この寝台券の場合に準用する。 

     (2) 必要に応じ、前条第１号の備考第２号を準用する。 

 

 

第６節 座席指定券の様式 

 

（常備座席指定券の様式） 

第 219 条 常備座席指定券（第 63 条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。）の様式は、次

の各号に定めるとおりとする。 

(1) 一般式急行列車用（大人小児用） 

イ 硬券式 

 
備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この座席指定券の場合に準用する。 

 (2) 必要に応じ、有効区間を駅名表示式とする。 

 

ロ 軟券式 

 

 

備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この座席指定券の場合に準用する。 

 (2) 必要に応じ、有効区間を駅名表示式とする。 
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(2) 普通列車用（大人小児用） 

イ 硬券式 

 
備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この座席指定券の場合に準用する。 

(2) 必要に応じ、前号イの備考第２号を準用する。 

 

ロ 軟券式 

 

備考 (1) 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この座席指定券の場合に準用する。 

(2) 必要に応じ、前号イの備考第２号を準用する。 

 

（準常備座席指定券の様式） 

第 220 条 準常備座席指定券（第 63 条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。）の様式は、

次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 営業キロ別料金準常備（大人小児用） 

 

(2) 発駅名固定着駅準常備（大人小児用）



旅客営業規則（2026年 4月 1日現行）- 188 - 
 

 

 

 
備考 第 211 条第１号イの(ｲ)の備考は、この座席指定券の場合に準用する。 

 

（車内座席指定券の様式） 

第 221 条 車内座席指定券の様式は、次のとおりとする。 

 

備考 (1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないで列車名の上部に「（上り）（下り）」と印刷し、また、乗車駅

欄を設ける。 

(2) 必要に応じ、料金別に専用のものとする。 

 

 

第７節 特殊乗車券類の様式 

 

（クーポン乗車券類の様式） 

第 222 条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。 
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２ 急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。 

 

（特殊共通券の様式） 

第 222 条の２ 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両券 

（急行・特別車両券(A)を含む。）、寝台券（急行・寝台券を含む。）、座席指定券（急行・座席指定券

を含む。）又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。 

(1) 常備式 

イ 定期乗車券用 
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ロ イ以外の乗車券類用 

   

(2) 記入式 

イ 定期乗車券用 

 

   

ロ イ以外の乗車券類用 

    

備考  小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び免税の取扱いに対する記号は

下部余白に表示する。 
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（特殊指定共通券の様式） 

第 223 条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券（第４種に限る。）、定期乗車券（第６種に

限る。）、団体乗車券（第２種及び第５種に限る。）、指定券（急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝

台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。）、自由席

特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売

するものとし、その様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 第１種 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急 

券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「（小）」と表示する。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、第２行目の左方に、かたかなによつて表示する。 

(3) 指定券の場合の指定内容は、第２行目の右方に表示する。 

(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

 

  

（ご  案  内） 

(1) 「特急券」、「グリーン券」、「寝台券」、「指定席券」、「バス指定券」、「シュクハク券」等

と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス又は宿泊施設に限り有効です。 

(2) 「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用ください。また、「指定券（Ｇ）」

と表示されているときはグリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。 

(3) 乗車区間の営業キロが100㎞以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間を乗車され

る場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途無効です。 

(4) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある旅

客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車した場合は、前途は無効

となります。 

(5)「立席特急券」では、着席できません。 

(6) 列車が指定された特急券等は、当該列車に乗り遅れた場合は、払いもどしできません。 

(7) 指定された列車に乗り遅れた場合は、指定された列車と同じ日の同じ区間について、他の

列車の普通車自由席に限り、乗車できます。 
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(2) 第２種 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、太わく内の第１行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、団体 

乗車券の場合は「団体乗車券（Ｂ小口普通）」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示す 

る。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第２行目の左欄に、かたかなによつて「トウキヨウトクナ 

イ→オオサカシナイ」又は「トウキヨウ→シンオオサカ」の例により表示する。 

(3) 有効期間は、当該欄に、「何月何日カラ何日間」の例により表示する。 

(4) 指定券の場合の指定内容は、太わく内の第３行目の左欄に、「何月何日ひかり何号何時何分発何 

号車何番何席」の例により表示する。 

(5) 団体乗車券の場合は、別表第２号の２に定める行程表又は席番表に必要事項を表示して添付する。 

(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

  

⑴ 「特急券」、｢グリーン券｣、｢寝台券｣、｢指定席券｣、｢バス指定券｣、「シュクハク券」等と表示されている場合は、それぞれ指定

された列車、バス又は宿泊施設に限り有効です。 

⑵ 「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用ください。また、「指定券（Ｇ）」と表示されているときはグリーン

車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。 

⑶ 乗車区間の営業キロが100㎞以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間を乗車される場合の普通乗車券は、途中駅で下車し

たときは、前途無効です。 

⑷ 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できま

すが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。 

⑸ 「立席特急券」では、着席できません。 

⑹ 「団体乗車券」と表示されている場合は、別紙の行程表又は席番表と同時にご使用ください。 

⑺ 列車が指定された特急券等は、当該列車に乗り遅れた場合は、払いもどしできません。 

⑻ 指定された列車に乗り遅れた場合は、指定された列車と同じ日の同じ区間について、他の列車の普通車自由席に限り、乗車でき

ます。 
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(3) 第３種 

 

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたか 

なによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「－コドモ－」と表示する。 

(2) 乗車区間又は有効区間は、第２行目の左方に、かたかなによつて表示する。 

(3) 指定券の指定内容は、第２行目の右方に表示する。 

(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを１葉で発行した場合は、第１行目の左方に「０」を付して、「０ 

トツキユウケン」の例により表示する。 

(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 

  

 

（ご  案  内） 

⑴ 「トッキュウケン」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキ

ケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車に限り有効です。 

⑵ 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急・グリーン券と

同時にご使用ください。 

⑶ 乗車区間の営業キロが100㎞以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互

間を乗車される場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途無効です。 

⑷ 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区

間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で

下車した場合は、前途は無効となります。 

⑸ 「リッセキトッキュウケン」では、着席できません。 

⑹ 列車が指定された特急券等は、当該列車に乗り遅れた場合は、払いもどし

できません。 

⑺ 指定された列車に乗り遅れた場合は、指定された列車と同じ日の同じ区間

について、他の列車の普通車自由席に限り、乗車できます。 
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(4) 第４種 

    
備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に普通乗車券の場合は「乗車券」、普通急行券の場合は「急行券」

の例により表示する。 

(2) 小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び免税の取扱いに対する記 

号は下部余白に印字する。 

(3)  この様式は必要に応じ変更することがある。 

 

(5) 第５種 

  

備考 (1) 乗車券類の種類は、第１行目に指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。 

(2) 小児用の乗車券類に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び免税の取扱いに対する記

号は下部余白に印字する。 

(3) この様式は必要に応じ変更することがある。 

 

(6) 第６種 
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備考 (1) 定期乗車券の種類は、第１行目に通勤定期乗車券の場合は「通勤定期」の例により表示する。 

(2) 小児用の定期乗車券に対する記号は、上部余白に表示し、割引、後払及び免税等の取扱いに対す

る記号は下部余白に印字する。 

  (3) この様式は必要に応じ変更することがある。 

 

 

第８節 特別補充券の様式 

 

（特別補充券の発行） 

第 224 条 特別補充券は、この章の第１節から第７節までに規定する乗車券類として発行するほか、

払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。 

２ 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 一般用 

イ 駅用（出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券） 

ロ 車内用（車内補充券） 

(2) 特殊区間用 

(3) 乗車変更専用 

 

（一般用特別補充券の様式） 

第 225 条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 出札補充券及び改札補充券 
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備考 (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅○出 発行」を「東

京駅○改 発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。 

(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 

 

(2) 料金専用補充券 

  

(3) 車内補充券 

(1) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、

横浜市内（川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及

び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含みます。）、名古屋市

内、京都市内、大阪市内（南吹田駅、高井田中央駅、

ＪＲ河内永和駅、ＪＲ俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺

加美北駅を含みます。）、神戸市内（道場駅を除きま

す。）、広島市内（海田市駅及び向洋駅を含みます。）、

北九州市内、福岡市内（姪浜駅、下山門駅、今宿駅、

九大学研都市駅及び周船寺駅を除きます。）又は東京山

手線内と表示されている場合は、その区間内にある旅

客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できますが、これら

の各駅で下車したときは、前途は無効となります。 

(2) 乗車区間の営業キロが 100 キロメートルを以内の

区間の乗車券並びに東京、大阪、福岡、新潟及び仙台

近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したもの

は、途中駅で下車したときは、前途無効です。 

(3) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発

行したものは、ご乗車される列車に１回限り有効です。

ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しな

い限り、他の列車に自由に乗り継いで乗車できます。 

２
区 

 

変 

１
乗 

 

車 
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  備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。 

 

（特殊区間用特別補充券の様式） 

第 226 条 特殊区間用特別補充券の様式は、次のとおりとする。 

 駅名式大人小児用 

  

(1) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜

市内（川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並

びに鶴見線各駅を含みます。）、名古屋市内、京都市内、大阪市

内（南吹田駅、高井田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ俊徳道駅、

ＪＲ長瀬駅及び衣摺加美北駅を含みます。）、神戸市内（道場駅

を除きます。）、広島市内（海田市駅及び向洋駅を含みます。）、

北九州市内、福岡市内（姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研

都市駅及び周船寺駅を除きます。）又は東京山手線内と表示さ

れている場合は、その区間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車

又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は

無効となります。 

(2) 乗車区間の営業キロが 100 キロメートルを以内の区間の乗

車券並びに東京、大阪、福岡、新潟及び仙台近郊区間内各駅相

互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したとき

は、前途無効です。 

(3) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行した

ものは、ご乗車される列車に１回限り有効です。ただし、新幹

線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自

由に乗り継いで乗車できます。 

(4) 概算収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算い

たします。 

◎ 乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗
車券及び大阪近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行

したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。 

◎ 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横
浜市内（川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田

栄駅並びに鶴見線各駅を含みます。）、名古屋市内、京都市

内、大阪市内（南吹田駅、高井田中央駅、ＪＲ河内永和駅、
ＪＲ俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺加美北駅を含みます。）、

神戸市内（道場駅を除きます。）、広島市内（海田市駅及び

向洋駅を含みます。）、北九州市内、福岡市内（姪浜駅、下
山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除きます。）

又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内に

ある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できますが、これ
らの各駅で下車したときは、前途は無効となります。 

◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。 

◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行し
たものは、ご乗車される列車に１回限り有効です。ただし、

新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の

列車に自由に乗り継いでご乗車できます。 

◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。 

 イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途乗車とな

る場合の発行事由 

 ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間 

◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精
算いたします。 
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（乗車変更専用特別補充券の様式） 

第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 区間変更用 

 イ 乗車券用 

  (ｲ) 硬券式大人小児用 

  

  (ﾛ) 軟券式大人用・小児用 

  

  備考 必要に応じ、一部様式を変更することがある。 

 

 ロ 急行券用 

   大人小児用 
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(2) 種類変更用 

   大人小児用 

  
 

 

 

 


